
＜別紙５－１＞ 

（令和６年６月１日現在） 

（介護予防）訪問看護サービス料金表 

 

【基本部分】 

 ◆病院が実施する場合（要介護 1～5の方） 

 ＜保健師、看護師が行う訪問看護＞ 

サービスの内容 
基本利用料 

＊(注 1)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 1 割) 

＊(注 2)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 2 割) 

＊(注 2)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 3 割) 

＊(注 2)参照 

20分未満 ２，６６０円 ２６６円  ５３２円 ７９８円  

20分以上 30分未満 ３，９９０円 ３９９円  ７９８円 １，１９７円  

30分以上 1 時間未満 ５，７４０円 ５７４円  １，１４８円  １，７２２円  

1 時間以上 1時間 30 分未満 ８，４４０円 ８４４円  １，６８８円  ２，５３２円  

※准看護師が行う訪問看護は、基本利用料の 90％です。 

 

 ◆病院が実施する場合（要支援の方） 

サービスの内容 
基本利用料 

＊(注 1)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 1 割) 

＊(注 2)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 2 割) 

＊(注 2)参照 

利用者負担金 

(基本利用料 3 割) 

＊(注 2)参照 

20分未満 ２，５６０円 ２５６円 ５１２円  ７６８円  

20分以上 30分未満 ３，８２０円 ３８２円 ７６４円  １，１４６円 

30分以上 1 時間未満 ５，５３０円 ５５３円 １，１０６円 １，６５９円 

1 時間以上 1時間 30 分未満 ８，１４０円 ８１４円 １，６２８円 ２，４４２円 

※准看護師が行う訪問看護は、基本利用料の 90％です。 

 

(注１) 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本

利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

(注 2) 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこと

となりますのでご留意ください。 

  

１回あたりの 

所要時間 

１回あたりの 

所要時間 



【加算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 

加 算 額 

基本利用料 
利用者負担金 

（１割） 

利用者負担金 

（２割） 

利用者負担金 

（３割） 

夜 間 ・ 早 朝 、 深 夜 加 算 
基本利用料の 25％ 左記金額の 1 割 左記金額の 2 割 左記金額の 3 割 

基本利用料の 50％ 左記金額の 1 割 左記金額の 2 割 左記金額の 3 割 

複数名訪問加算Ⅰ(所要時間 30 分未満) ２，５４０円  ２５４円 ５０８円 ７６２円 

複数名訪問加算Ⅰ(所要時間 30 分以上) ４，０２０円 ４０２円 ８０４円 １，２０６円 

複数名訪問加算Ⅱ(所要時間 30 分未満) ２，０１０円 ２０１円 ４０２円 ６０３円 

複数名訪問加算Ⅱ(所要時間 30 分以上) ３，１７０円 ３１７円 ６３４円 ９５１円 

長 時 間 訪 問 看 護 加 算 ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円 

特 別 地 域 訪 問 看 護 加 算 基本利用料の 15％ 左記金額の 1 割 左記金額の 2 割 左記金額の 3 割 

小 規 模 事 業 所 加 算 基本利用料の 10％ 左記金額の 1 割 左記金額の 2 割 左記金額の 3 割 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 基本利用料の 5％ 左記金額の 1 割 左記金額の 2 割 左記金額の 3 割 

緊 急 時 訪 問 看 護 加 算 （ Ⅰ ）  ３，２５０円 ３２５円 ６５０円 ９７５円 

緊 急 時 訪 問 看 護 加 算 （ Ⅱ ） ３，１５０円 ３１５円 ６３０円 ９４５円 

特 別 管 理 加 算 Ⅰ ５，０００円 ５００円 １，０００円 １，５００円 

特 別 管 理 加 算 Ⅱ ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

専 門 管 理 加 算 ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 ２５，０００円 ２，５００円 ５，０００円 ７，５００円 

遠 隔 死 亡 診 断 補 助 加 算 １，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

初 回 加 算 （ Ⅰ ） ３，５００円 ３５０円 ７００円 １，０５０円 

初 回 加 算 （ Ⅱ ） ３，０００円 ３００円 ６００円 ９００円 

退 院 時 共 同 指 導 加 算 ６，０００円 ６００円 １，２００円 １，８００円 

看 護 ・ 介 護 職 員 連 携 強 化 加 算 ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

看 護 体 制 強 化 加 算 Ⅰ ５，５００円 ５５０円 １，１００円 １，６５０円 

看 護 体 制 強 化 加 算 Ⅱ ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

口 腔 連 携 強 化 加 算 ５００円 ５０円 １００円 １５０円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ･ロ) ６０円 ６円 １２円 １８円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ(イ･ロ) ３０円 ３円 ６円 ９円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ (ハ ) ５００円 ５０円 １００円 １５０円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ (ハ ) ２５０円 ２５円 ５０円 ７５円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ(要支援) ６０円 ６円 １２円 １８円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援) ３０円 ３円 ６円 ９円 

 

【事業所が定める実費相当額、その他費用】 

訪問看護の実施に際し、費用の徴収が必要な場合には、その都度説明を行い、同意が得られたものについて  

ご負担をいただきます。 

 



 

＜別紙５－１＞医療保険用                    （令和６年６月１日現在） 

訪問看護料金表 

保険単位と基本利用料 

後期高齢者（75歳以上） １割、現役並み所得者の方は３割 

健康保険 国民健康保険 
高齢受給者（70歳～74歳） １割、現役並み所得者の方は３割 

一般（70 歳未満） ３割 

 

 サービス内容 診療報酬 

基

本

療

養

費 

在宅患者訪問看護・指導料 

（１）週３日目まで 

 

（２）週４日目以降 

 

（３）専門の研修を受けた看護師による場合 

 

※イ：保健師、助産師、看護師による訪問の場合 

※ロ：准看護師による訪問の場合 

※週４日目以降の対象となるのは、厚生労働大臣が定める疾病等の方 

 

イ：  ５８０点／日  

ロ：  ５３０点／日  

イ：  ６８０点／日  

ロ：  ６３０点／日  

１,２８５点／日  

同一建物居住者訪問看護・指導料 

（１）同一日に２人    ①週３日目まで 

 

             ②週４日目以降 

 

（２）同一日に３人以上  ①週３日目まで 

 

             ②週４日目以降 

 

 

※イ：保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合 

※ロ：准看護師による訪問の場合 

※週４日目以降の対象となるのは、厚生労働大臣が定める疾病等の方 

 

イ： ５８０点／日 

ロ： ５３０点／日 

イ： ６８０点／日 

ロ： ６３０点／日 

イ： ２９３点／日 

ロ： ２６８点／日 

イ： ３４３点／日 

ロ： ３１８点／日 

 

加

算

項

目 

難病等複数回訪問加算 

 ２回 

 ３回以上 

 

４５０点×訪問２回の日数 

８００点×訪問３回以上の日数 

緊急訪問看護加算 イ 月１４日目まで 

         ロ 月１５日目以降 

２６５点×緊急訪問日数 

２００点×緊急訪問日数 

長時間訪問看護・指導加算 ５２０点／週１回限度 



複数名訪問看護・指導加算 

イ：看護師が他の保健師、助産師、看護師と同時に行う場合 

ロ：看護師が他の准看護師と同時に行う場合 

ハ：看護師がその他職員と同時に行う場合（厚生労働大臣が定める場合を除く）  

ニ：看護師がその他職員と同時に行う場合（厚生労働大臣が定める場合）  

 

イ：４５０点／週１回限度 

ロ：３８０点／週１回限度 

ハ：３００点／週３回限度 

二： 

（１）１日１回の場合 ３００点 

（２）１日２回の場合 ６００点 

（３）１日３回以上  １,０００点  

在宅患者連携指導加算 ３００点／月  

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回限り） ２００点／回  

在宅ターミナルケア加算（特養の看取り介護加算等を算定なし） ２,５００点／回  

在宅ターミナルケア加算（特養の看取り介護加算等を算定あり） １,０００点／回  

在宅移行管理加算（１回に限る） 

重症者在宅移行管理加算 

２５０点／回  

５００点／回  

夜間・早朝訪問看護加算（６時～８時・１８時～２２時） 

深夜訪問看護加算（２２時～６時） 

２１０点／日  

４２０点／日  

看護・介護職員連携強化加算（月１回） ２５０点／回  

 訪問看護医療 DX情報活用加算（月１回） ５点／回  

 遠隔死亡診断補助加算（１回） １５０点／回  

（１点＝１０円） 

  

※当事業所からご自宅までの距離に応じた交通費が別途かかります。 

 １㎞当たり１００円で最高１，５００円です。１５㎞以上は１，５００円です。 

 

※上記の利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら利用料も自動

的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい利用 


